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感染症法施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が 

指定する狂犬病の発生していない地域の一部改正について 

 

このことについて、平成23年3月15日付け厚生労働省健康局結核感染

症課から、別添写しのとおり通知があったので、ご了知の上、貴会関係

者に周知方お願いします。 

なお、このたびの通知は、平成23年２月14日付け事務連絡「ノルウェ

ーのホーペン島におけるホッキョクギツネの狂犬病発生に伴う犬等の輸

入検疫の取扱いについて」により通知したとおり、これまで狂犬病の発

生が確認されていなかったノルウェーのホーペン島において、狂犬病に

感染したホッキョクギツネが確認されたことを受け、「感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づ

き厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域の一部を改正す

る件（平成23年厚生労働省告示第51号）」を平成23年3月15日付けで公布

し、同日施行したとするものです。 

 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL 03－3475－1601 
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